
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属：旭川工業高等専門学校 人文理数総合科 

研究タイトル： 

国際関係に適用される法の研究  知財教育に関する研究 

 

氏名：   谷口 牧子／TANIGUCHI Makiko E-mail： techno_c@asahikawa-nct.ac.jp 

職名： 教授 学位： 博士（法学） 

所属学会・協会： 
国際私法学会，国際法学会，日本知財学会・知財教育分科会副代表，

法と教育学会 

キーワード： 国際関係法，国際取引，国際結婚・国籍，知的財産権, 知財教育， ハラスメント 

技術相談 

提供可能技術： 

・「国際理解」 「知財教育」 「基礎的な法教育」 「国際関係法全般」 「知的財産権」 

「各種ハラスメントの防止」等に関する研修や講演会の講師 

 

研究内容： 国際関係に適用される法の研究、知財教育に関する研究 

国際関係に適用される法の研究 

日常生活全般から国際取引や知的財産権を含む技術移転に至るまでの国際関係に適用される「法」に関する研究を

しています。 

 

国際関係法とは? 

  外国企業との商取引や国際的な知的財産権（特許・商標等）、国際的な婚姻・養子縁組・相続などから生じる問

題を解決するためには、国内だけの問題とは異なる別のルールを用いる必要があります。 

 

①科学技術立国だからこそ、国際的なルールが必要です 

   個人はもとより日本企業にとって重要な権利である知的財産権（特許・商標・意匠・著作権など）は、もともと、国

際条約に基づいて、国内法が制定されています。企業の持つ知的財産権を有効に活用するためには、知的財産

権に関する国際的なルールを知っておく必要があります。 

 

②生活の中で外国法が適用される例として 

・日本国内で国際的な婚姻をする場合 ・海外旅行中の交通事故 

・日本に居住する日本人が、外国にある不動産を相続する場合 

・外国人との金銭の貸し借り ・両親が日本人でも外国で出生した子どもの国籍 

 

③参考として 

   外国にある日本企業の支店や営業所で、パワーハラスメントやセクシュアル・ハラスメントの当事者になった場合

にも、外国法が適用されることがあります。 

 

知財教育に関する研究  

国の政策により、小・中学校、高校、高専、大学で、知財教育（特許や著作権に関する教育）が行われるようになり

ましたが、特許出願等の際に、未成年者のプライバシーを十分に守るシステムが、現在、日本にはありません。 

この点につき、中国や韓国の例も参考に研究しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供可能な設備・機器：  

名称・型番（メーカー） 

  

  

  

  

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studies International Relations Law,  Intellectual Property Education 

 

Name Makiko  TANIGUCHI E-mail techno_c@asahikawa-nct.ac.jp 

Status Professor ,    (Jurisprudence Doctor) 

Affiliations 

Private International Law Association of Japan,  
Japanese Society of International Law, 
Intellectual Property Association of Japan, Intellectual Property 
Education Subcommittee vice representative 
The Japan Society for Law and Education 

Keywords 
International Relations Law,   International Trade ,  International Marriage , 

Nationality,  Intellectual Property,  Intellectual Property Education 

Technical 

Support Skills 

・International Understanding,   

・ Intellectual Property,  Intellectual Property Education 

・ International Relations Law, 

 

Research Contents Studies International Relations Law，Intellectual Property Education 

 

Applicable Law 

a law that specifies proper laws regarding private international laws, called private international law 

 

the law governing the incorporation of the Foreign Company 

 

Where business entities conduct transactions via the internet across borders, such transaction shall be 

governed by the law specified by the parties. However, if the parties do not specify any applicable law, how 

should the applicable law be determined? 

 

Choice of Applicable Law by the Parties 

 

 

Foreign elements and Interpretation  

Consular Jurisdiction in Japan 

 

 

Intellectual Property Education 

Minors Protections on patent applications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available Facilities and Equipment  

  

  

  

  

  

 

 

Liberal Arts and Sciences 

NIT （KOSEN）, Asahikawa College 

 


